
 

 

 

 

本ニューズレターは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護士の適切な助

言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所のクライアントの見解ではありま

せん。 
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最近の危機管理・コンプライアンスに係るトピックについて 
執筆者：木目田 裕、宮本 聡、西田 朝輝、松本 佳子 

 

 危機管理又はコンプライアンスの観点から、重要と思われるトピックを以下のとおり取りまとめましたので、ご参照ください。 

 なお、個別の案件につきましては、当事務所が関与しているものもありますため、一切掲載を控えさせていただいております。 

 

【2021 年 6 月 24 日】 

証券取引等監視委員会、｢金融商品取引法における課徴金事例集～不公正取引編～｣を公表 

https://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/20210624.html 

 

 証券取引等監視委員会は、主に 2020 年 4 月から 2021 年 3 月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し、勧

告を行った事例を取りまとめ、公表しました。同事例集に記載されている 2020年度における課徴金勧告事案の特徴は以下のとお

りです。 

【インサイダー取引】 

・ 上場会社の内部情報を知得できる立場にあったことを悪用し、インサイダー取引規制違反が繰り返し行われた事案を勧告 

・ 複数の伝達ルートが認められた事案を勧告 

【相場操縦】 

・ 複数名による違反行為が認められた相場操縦事案を勧告 

・ PTS(私設取引システム)1を利用した相場操縦事案を勧告 

・ 違法な安定操作取引が行われたと認められた事案について、金融商品取引法 159 条 3 項(安定操作取引の禁止)2を初めて

適用し、勧告 

 

                                                   
1  PTS とは、取引所ではなく、証券会社が運営する私設取引システムである｢Proprietary Trading System｣の略称です。取引所の取引時間外であっ

ても取引が可能であるほか、取引所の呼び値(指値注文を発注することができる値段の刻み)よりも細かい呼び値で取引が可能であるとされていま

す。 

2  金融商品取引法 159 条 3 項は、｢何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等・・・の相場をくぎ付けし、

固定し、又は安定させる目的をもって、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。｣と定めています。 
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【2021 年 6 月 25 日】 

公取委、｢データ市場に係る競争政策に関する検討会｣報告書を公表 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/jun/210625_data.html 

 

 公正取引委員会は、2021 年 6 月 25 日、｢データ市場に係る競争政策に関する検討会｣報告書を公表しました。同報告書は、

データ市場 3における競争政策の観点から望ましいと考えられる事項として、下記を挙げています。 

 

① 多くの関係者の参加を得た仕組み構築等 

・ データ利活用の仕組みを構築するに当たっては、できるだけ多くの関係者の参加を得て、各々のニーズを踏まえて進めてい

くことが重要。 

・ 特にパーソナルデータ(個人に関するデータ)については、個人の安心・信頼を得られるよう、政府等も関与して、より丁寧な

検討を行って仕組みを構築していくことが望ましい。 

・ 過度な参入障壁にならないよう留意しつつ、データを活用した事業から撤退する場合のルールを事前に策定しておくことが

望ましい。 

② データへの自由かつ容易なアクセス 

・ データ生成・集積等に係るインセンティブの確保に留意しつつ、より多くの事業者がデータに自由かつ容易にアクセスできる

ことが望ましい。 

③ 協調領域・競争領域それぞれにおける政府等による取組 

・ 協調領域については、関連する制度改正・契約事項や条件等を網羅的に整理したガイドラインを作成することや、行政保有

データのオープン化等、事業者の取組を後押しすることが求められ、他方、競争領域については、競争を阻害する行為を規

制すること等が求められる。 

④ データポータビリティ・インターオペラビリティの確保 

・ 他のデータ・プラットフォームへの乗り換え(スイッチング)の容易化や、異なるプラットフォームの同時並行利用の環境整備

(マルチホーミング)のために、データポータビリティの確保が重要。 

・ 特にパーソナルデータについては、例えば、認定を受けた仲介事業者が、個人に代わってデータポータビリティを実現すると

いった仕組みも考えられる。 

・ 異なるシステム間でのインターオペラビリティ(相互運用性)の確保については、参入コスト等の観点から丁寧な検討が必

要。 

⑤ プライバシーに対する懸念 

・ 個人の安心・信頼を得られるように、パーソナルデータの取扱いについての説明の質を高め、適切に同意を取得すること等

が重要。 

・ 事業者は、個人に不利益をもたらさないよう配慮・取扱いを行う一定の義務を負うとの考え方によるルール等について検討

することも考えられる。 

⑥ 仲介事業者、デジタル・プラットフォーム事業者に対するルール 

・ データ取引市場や情報銀行等を運営する仲介事業者は、規模の経済やネットワーク効果が働き、独占化・寡占化が進みや

すく、競争政策の観点から弊害が生じることも考えられるため、必要に応じて、独占禁止法の枠組みに加えて、｢事前規制｣

も含めた対応を検討することも考えられる。 

・ デジタル・プラットフォーム事業者によるデータの囲い込みに対しては、他事業者からの公平なアクセスを可能とすること等

が考えられる。 

 

【2021 年 6 月 30 日】 

個人情報保護委、｢『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合

等の対応について』に関する Q&A｣を更新 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2106_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf 

 

                                                   
3  ｢データ市場｣とは、データに係る取引の場だけではなく、データを活用した商品・サービスがユーザーに提供される場も含めたデータ流通の場を含

むものとされています。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/jun/210625_data.html
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2106_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf
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 個人情報保護委員会は、2021 年 6 月 30 日、｢『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏え

い等の事案が発生した場合等の対応について』に関する Q&A｣を更新しました。当該 Q&A に追加された事項は、下記のとおりで

す。 

・ 複数人の個人情報を機械学習の学習用データセットとして用いて生成した学習済みパラメータは、当該パラメータと特定の

個人との対応関係が排斥されている限りにおいては｢個人に関する情報｣に当たらず、｢個人情報｣にも当たらない。 

・ 製薬企業は、個人情報に係る本人の連絡先を保有しておらず、本人の同意を得ることが困難である場合、個人情報保護法

16 条 3 項 3 号 4により、過去に臨床試験等で取得した個人情報を、有効な治療方法や薬剤が十分にない疾病等に関する疾

病メカニズムの解明を目的とした研究のために、自社内で利用することが可能。 

・ 医療機関は、本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本人の同意を得ることが困難な場合、個人情報保護法 23

条 1 項 3 号 5により、以前治療を行った患者の臨床症例に係る個人データを、症例研究のために、他の医療機関へ提供す

ることが可能。 

・ 医療機関は、本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本人の同意を得ることが困難な場合、個人情報保護法 23

条 1 項 3 号により、保有する患者の臨床症例に係る個人データについて、有効な治療方法や薬剤が十分にない疾病等に

関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のために、製薬企業へ提供することが可能。 

 

【2021 年 7 月 1 日】 

日本公認会計士協会、2021 年版の｢監査提言集(一般用)｣を公表 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210701dbc.html 

 

 日本公認会計士協会監査・規律審査会は、毎年、同審査会の審査内容を踏まえた監査提言集を取りまとめ、そのポイント及び

事例の概要等を集約し、｢監査提言集(一般用)｣として一般向けに公表していますが、この度、｢監査提言集(一般用)｣の 2021 年版

を公表しました 6。 

 

【2021 年 7 月 3 日】 

金融活動作業部会(FATF)の対日審査は｢重点フォローアップ｣(enhanced follow-up)に分類される見込み 

2021 年 7 月 3 日付け日本経済新聞 

 

 金融活動作業部会(Financial Action Task Force / FATF)7は、2019 年に日本に対して現地調査を実施するなどして第 4 次相互

審査を進めていますが、2021 年 6 月に実施された全体会合の結果、日本は、｢重点フォローアップ｣国に分類される可能性が高ま

りました。 

 金融活動作業部会(FATF)では、第 4 次相互審査として、法令等整備状況と当該整備状況の有効性の観点から、各国のマネロ

ン・テロ資金供与リスクへの対応を調査・評価しています。調査の結果、上記の 2 つの観点の評価が低い国は、監視対象国に分

類されます。そして、監視対象国には分類されない場合でも、上記観点からの評価が比較的低い場合には、｢重点フォローアップ｣

(enhanced follow-up)に分類され、｢通常フォローアップ｣(regular follow-up)に分類された国より高い頻度の報告義務が発生しま

す。 

 2021 年 7 月 3 日付け日本経済新聞によれば、日本が｢重点フォローアップ｣(enhanced follow-up)に分類される見込みが高くなっ

たとのことを踏まえ、日本政府は、内閣官房に、金融庁及び法務省等複数の省庁が参加するマネロン対策の特別チームを設け、

2022 年に、マネロン対策に関連する法令の改正案を提出する見通しとのことです。 

                                                   
4  個人情報保護法 16 条 3 項 3 号は、｢公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき｣は、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱

うことができると規定しています。 

5  個人情報保護法 23 条 1 項 3 号は、｢公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき｣は、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することができると規定していま

す。 

6  2020 年版については、本ニューズレター2020 年 7 月 31 日号(｢日本公認会計士協会、『監査提言集(一般用)』を公表｣)をご覧ください。 

7  金融活動作業部会(Financial Action Task Force / FATF)とは、1989 年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立されたマネロン・テロ資金供与対

策に関する国際協調を推進するための多国間の枠組みです。39 か国・地域及び 2 国際機関が加盟しています。 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210701dbc.html
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/corporate-crisis-management_200731.html
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【2021 年 7 月 9 日】 

日本取引所グループ、｢市場区分見直し｣に関する Q&A を更新 

https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/category2457.html 

 

 日本取引所グループは、市場区分の見直しに関する Q&A を公表し、随時更新しています。 

 本 Q&A においては、通知された新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定の内容や今後の新市場区

分の選択意向について適時開示する必要はないが、インサイダー取引規制やフェア・ディスクロージャー規制への抵触を回避す

る観点を含め、任意に開示することは可能であることが示されています 8 9。 

 また、今後、各社において市場選択に係る取締役会決議を行った場合について、新市場区分の選択手続における申請内容は、

一律に開示が必要となる事項に該当するわけではないが、投資者の投資判断に及ぼす影響に鑑み、適時開示が要請される場

合 10があるとのことです 11。 

 

【2021 年 7 月 20 日】 

厚労省、｢職域接種に関する Q&A｣を更新 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html 

 

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの職域接種に関して、Q&Aを作成し、随時更新しています。本Q&A

では、職域接種の対象者及び実施会場、職域接種に当たる医療従事者、職域接種の申請及び費用、ワクチンの取扱方法及び副

反応等について説明されています。 

 

 

                                                   
8  https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8338.html 

9  なお、適時開示を行う場合、投資家へのミスリードを避けるため、新市場区分の選択申請に係る上場会社における機関決定が未了であることや、

上場維持基準への自社の適合状況と希望する新市場区分への選択申請内容を照らした場合に今後必要となる手続きに関する事項を分かりやす

く説明する必要があるとのことです。 

10  例えば、申請の内容がマスコミ等の観測報道の対象となり、その結果として、市場における株価形成に影響を与えた場合などです。 

11 https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge7679.html 

https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/category2457.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html
https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8338.html
https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge7679.html


 

 

 

当事務所危機管理プラクティスグループは、経営責任追及が想定される重大な紛争・不祥事等の危機発生時の対応についてリーガルサービス

を提供しています。具体的には、(1)関係当局による調査・捜査への対応、(2)適時開示を含めた証券取引所対応、(3)監督官庁等の官公庁対

応、(4)マスコミ対応、に関する助言をするほか、国際的な案件では、外国法律事務所等との連携のもとに対応策を助言します。また、紛争・

不祥事発生の原因となった事実関係の調査をするとともに、対応策の一環として再発防止策の策定等を行います。これらの業務を遂行するに

当たっては関係当局での勤務経験を有する弁護士が関与することにより、実践的な対応を心がけています。危機予防的観点から、コンプライ

アンス・リスクマネジメント・内部統制に係る体制整備についての助言も行います。 

本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即応すべく、危機管理分野に関する最新の情報を発信することを目的として発行してい

るものです。 
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西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 

h_kimeda@nishimura.com 

主たる業務分野は、企業の危機管理・争訟。危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引事案、役

職員不祥事、情報漏洩案件、海外公務員贈賄案件、独禁法違反案件の対応等について種々の案件でアドバイス

している。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争

訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

s.miyamoto@nishimura.com 

2010 年弁護士登録、2017 年ボストン大学ロースクール卒業(LL.M.)、2017-2021 年東京地方検察庁検事、2021 年

弁護士再登録。企業不祥事案件に関する調査、アドバイス、当局対応等の危機管理、訴訟、一般企業法務等に従

事。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

a_nishida@nishimura.com 

2015 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。危機管理分野では、独禁法違反案件、制裁法違反案件、金商法違反案件への対応等に携わっている。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

ke_matsumoto@nishimura.com 

2017 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。 
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